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該当頁 該当箇所 誤 正 

85 
図表〈対象となる住宅〉 

２行目 
自ら居住・床面積 50㎡ 自ら居住・床面積 40㎡以上 

142 ６行目 また、要件を満たせば次のいずれかの割引率 また、要件を満たせば前頁のいずれかの割引率 

182 
図表（１）個人向け国債の

「利払い」４行目 
確定申告扶養制度を選択することもできる 確定申告不要制度を選択することもできる 

318 下から 10行目～11行目 
「給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の法

人税額の特別控除」 

「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控

除」 

324 

（３）給与等の支給額が増加

した場合の法人税額の特別控

除の下３行 

一層の賃上げや人材投資、生産性の向上および国内

設備投資を推進するため、従来の所得拡大促進税制

が大企業向けの制度と中小企業向けの制度の２つに

改組されている。 

削除 

432 （１）贈与契約 本文４行目 贈与者が一方的に撤回 贈与者が一方的に解除 

435 PICK UP問題４行目 贈与および贈与の取消し 贈与および贈与の解除 

435 PICK UP問題７行目 書面の有無により撤回の取扱いが異なる 書面の有無により解除の取扱いが異なる 

435 PICK UP問題 10行目 死因贈与契約の撤回（取消し） 死因贈与契約の解除 


